
資料１ 

令和４年度湖南市地域包括支援センター体制について 

 

 

 

地域包括支援センターとは、地域の高齢者の様々な困りごとに対応する総合相談窓口として、介護保

険法に基づき市町村に設置が義務付けられています。 

湖南市では、令和４年４月１日から湖南市地域包括支援センター(本所)に加え、市内中学校区を生活

圏域として新たに４つの支所(甲西・石部・甲西北・日枝)を開設しました。支所は、本所による統括の

下、総合相談支援業務、権利擁護業務、包括的・継続的ケアマネジメント支援業務、介護予防ケアマネ

ジメント業務等を担います。本所は、４つの支所が実施する業務の統括ならびに連絡調整を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

甲西支所 

担当 
地区 

甲西中学校区 

一号被
保険者 
（R4.4.1） 

4,123 人 

設置 
場所 

特別養護老人ホーム 
美松苑内 

職員 
体制 

主任介護支援専門員 1 

保健師 1 

石部支所 

担当 
地区 

石部中学校区 

一号被
保険者 
（R4.4.1） 

3,163 人 

設置 
場所 

石部診療所内 

職員 
体制 

保健師 1 

社会福祉士 1 

本  所 

担当 
地区 

各支所との連携 

一号被
保険者 
（R4.4.1） 

13,996 人 

設置 
場所 

保健センター 

職員 
体制 

主任介護支援専門員 1 

社会福祉士 1 

保健師 1 

日枝支所 

担当 
地区 

日枝中学校区 

一号被
保険者 
（R4.4.1） 

2,481 人 

設置 
場所 

小規模特別養護老人ホーム 
百伝の杜内 

職員 
体制 

主任介護支援専門員 1 

社会福祉士 1 

甲西北支所 

担当 
地区 

甲西北中学校区 

一号被
保険者 
（R4.4.1） 

4,229 人 

設置 
場所 

生田病院内 

職員 
体制 

主任介護支援専門員 1 

保健師 1 

湖南市地域包括支援センター 
●総合相談支援業務 ●権利擁護業務・措置関連業務 ●包括
的・継続ケアマネジメント ●介護予防支援・介護予防ケアマ
ネジメント ●地域ケア会議 ●認知症施策 等 

 

支 所 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 


